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国家戦略特区ワーキンググループ ヒアリング（議事録） 

 

（開催要領） 

１ 日時 平成27年１月22日（木）10:25～10:56 

２ 場所 永田町合同庁舎７階特別会議室 

３ 出席 

＜ＷＧ委員＞ 

委員 鈴木  亘 学習院大学経済学部経済学科教授 

委員 原  英史 株式会社政策工房代表取締役社長 

＜自治体＞ 

増井 浩二 静岡県企画広報部長代理 

黒田 晶信 静岡県経済産業部理事(新産業集積担当) 

山口 重則 静岡県健康福祉部長代理 

増田  仁 静岡県企画広報部企画課長 

北詰 秀樹 静岡県健康福祉部政策監 

＜事務局＞ 

内田  要 内閣府地方創生推進室長 

富屋 誠一郎 内閣府地方創生推進室長代理 

藤原  豊 内閣府地方創生推進室次長 

宇野 善昌 内閣府地方創生推進室参事官 

松藤 保孝 内閣府地方創生推進室参事官 

 

（議事次第） 

１ 開会 

２ 議事 世界一の健康長寿イノベーション拠点の形成～健康寿命の延伸と先端医療産 

業の集積～ 

３ 閉会 

 

 

○藤原次長 少し時間も押しておりますので、続きまして、静岡県のヒアリングをさせて

いただきます。 

 静岡県からは、企画広報部の部長代理の増井様、経済産業部理事の黒田様ほかの方々に

おいでいただいております。 

 国家戦略特区につきましては、この春に地方創生特区という形で２次の指定をするとい

うことで既に総理の指示をいただいておりますが、その候補ということで幾つかの自治体
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からヒアリングをさせていただいているということでございます。 

 夏に既に御提案を頂戴しておりますので、私どものほうでもいただいた規制改革提案は

対応しておるところでございますけれども、改めまして本日はその中身をお伺いしたいと

思います。 

 10分程度お話しいただきまして、その後、意見交換という形にさせていただきます。 

 いただきました資料、議事内容は、公開の扱いが原則でございますが、よろしゅうござ

いますでしょうか。 

○藤原次長 本日は、八田座長がお休みでございますので、原委員のほうで進行を務めて

いただきたいと思います。原委員、お願いいたします。 

○原委員 今日は、大変ありがとうございます。 

 最初に、御説明をお願いいたします。 

○増井部長代理 静岡県の企画広報部の部長代理の増井と申します。よろしくお願いいた

します。 

 本日は、国家戦略特区の第２次提案に係る説明の機会をこのようにいただきまして、あ

りがとうございます。 

 初めに、私から提案の概要について御説明を申し上げます。続きまして、担当部のほう

から、提案が３つございますけれども、その３点の詳細について、補足説明をいたします。 

 まず、パワーポイントの資料でございます。 

 １ページ、本特区の提案の背景について記載してございます。 

 本県は、健康寿命が全国で第１位、後期高齢者の１人当たりの医療費も３番目に少ない

県ということがありまして、国内屈指の健康長寿県と考えております。 

 一方、地域医療を支える医師の数は、人口10万人当たりで全国第41位と、医学部を有す

る大学は浜松医科大学１校のみという状況であります。 

 また、平成13年に世界の平均寿命の延伸を宣言してスタートさせました、医療健康産業

クラスターでありますファルマバレープロジェクトを推進して13年もたっておりますけれ

ども、その成果の一つとして、本県の医薬品と医療機器を合わせた生産金額が平成25年度

で約１兆円と４年連続で全国第１位に成長してきております。 

 さらに食料品と飲料等を合わせた製造品の出荷額でございますが、平成24年で全国第１

位という状況でありまして、「食」と「薬」を融合させた産学官金の連携による事業化を

推進しているところでございます。 

 ２ページ、このような本県の健康長寿を支える土壌と日本の医療関連産業をリードする

研究開発力・生産力を最大限に活かして、人材育成を核にした医科系の大学・大学院及び

附属病院を設置することで、「世界一の健康長寿イノベーション拠点の形成」を目指して

いるところでございます。 

 ３つの目標を設定しております。そこに書いてございますが、１つが世界トップ水準の

「健康長寿社会システムのモデル」を構築すること、２点目が健康寿命世界一のための医
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科系大学・大学院を設置すること、３点目、日本の医療関連産業を牽引する「先端医療産

業の集積」を加速させることの３点を目標として、国家戦略特区の提案を行っているとこ

ろでございます。 

 ３ページ、３つの提案について概要を説明いたします。 

 まず、「Ⅰ 健康長寿社会システムのモデル構築」です。 

 運動習慣あるいは食生活に加えまして、積極的な社会参加メニューを取り入れた本県独

自のプログラムであります、ふじ33プログラムなど、本県が既に取り組んでおります、ふ

じのくに健康長寿プロジェクトを推進していくこと、伊豆半島の温泉宿泊施設で実施をし

ております、かかりつけ湯という仕組みがございますけれども、これによる癒しの提供な

どによりまして、健康長寿日本一の取り組みをより一層推進していきたいと思っておりま

す。 

 食品に関しましては、食品の機能性や健康長寿に関する研究を活かして商品開発を進め

まして、それらを通じて疾病予防を促進してまいります。 

 遺伝子の解析技術を活用した未病医学を推進することによりまして、世界トップ水準の

健康長寿社会システムのモデルを構築したいと思っております。 

 そのためには、健康づくり等に積極的に取り組む企業等に対する法人税の優遇税制度の

創設あるいは食品の機能性表示に関する規制緩和が必要だと思っております。 

 ４ページ、「Ⅱ 健康寿命世界一のための医科系大学・大学院(大学院大学)の設置」で

ございます。 

 地域医療を担う医師、国際貢献できる医師、新しい治療法の研究開発を行う、優秀な研

究者などの育成を行います医科系の大学・大学院、地域医療の中核となります附属病院の

設置によりまして、医療イノベーション基盤の強化を目指すものでございます。 

 そのためには、医科大学または医学部の新設に係る規制緩和、附属病院に係る病床規制

の緩和が必要だと思っております。 

 ５ページ、「Ⅲ 健康長寿を支える先端医療産業の集積」でございます。 

 予防と超早期の診断を可能とする次世代の診断技術の開発の推進、患者・医療従事者の

負担軽減と早期回復のための機器等の開発、地域のイノベーションプラットホームの整備

によりまして、先端医療産業の集積を一段と加速させようとするものでございます。 

 そのためには、未承認医療機器を使用した臨床研究や社会実証等の保険診療との併用に

関する特例の適用などが必要だと思っております。 

 本県の持つ潜在力を最大限に活かしまして、世界一の健康長寿イノベーション拠点の形

成を実現することによりまして、本県の経済成長のみならず、我が国の経済成長につなぐ

ことができると考えております。 

 概要については、以上であります。 

○山口部長代理 続きまして、補足資料で説明させていただきます。 

 静岡県健康福祉部の部長代理の山口です。 
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 補足資料の１番「健康長寿プロジェクト等の推進」についてでございますが、先ほども

説明がありましたが、静岡県は都道府県別健康寿命におきましては全国１位を達成してお

りますし、また、特定診断においてメタボリックシンドロームの該当者が３年連続で全国

一少ないと、非常に健康長寿先進国でございます。 

 これにつきましては、私たちは十分自認しているところでもありますし、また、厚生労

働大臣の最優秀賞を受賞するなど、一定の評価を受けていると自負しているところでござ

います。 

 これらの取り組みにつきましては、県内の市町村、企業との協働のもと、徹底した健康

づくりについて視点を置きましてやった結果と思っております。 

 本県におきましては、県民のさらなる健康寿命の延伸を目的としまして、ふじのくに健

康寿命プロジェクトの推進を徹底したいと考えているところでございます。さらなる健康

寿命の延伸のためには、行政施策の医療のノウハウを入れていくことが非常に重要でござ

います。 

 特に医療の力というものは行政において今や欠くことができない状況になってございま

して、県といたしましても、県と連携して健康寿命の延伸を図っている市町の方々とも、

医療の知識や手法を、健康、福祉、民生等もそうでございますが、それら行政と連携させ

て、地域の創生に大いに役立てたい、また、地域創生のためにこの医療の導入を大いにし

ていきたい、健康づくりについて大いに取り組みたいと言っているところでございます。 

 そうした医療の力を高めて連携していくためにも、優秀な医師、また、優秀な医療基盤

が必要になります。 

 ２枚目、「Ⅱ 健康寿命世界一のための医科系大学・大学院(大学院大学)の設置」に入

らせていただきます。 

 静岡県におきましては、先ほども一部説明がありましたが、静岡県の地域医療を支える

医師の数が非常に少ないという課題がございます。 

 一方、先ほども説明しましたように、健康増進、健康づくりを地域創生、地域の発展の

ための重点としておりますので、この医療の基盤を整えることは喫緊の課題と考えている

ところでございます。 

 先ほどの説明もありましたが、静岡県全体で医師の数が6,967名と、10万人当たりでは非

常に少ない状況でございまして、こちらの理由としましては、県内に医科大学が１校のみ

といった状況があると思います。人口370万におきまして医科大学が１つとは、非常に少な

いではないか。それが医療基盤の脆弱さにつながっていると考えております。 

 こうした状況から、静岡県が健康寿命先進県としての土台を活かして、さらに健康寿命

日本一、世界一の地域となるためには、健康長寿や先進医療などに関する研究開発の推進

拠点として機能しまして、高度で専門的な医師を始めとする人材の育成の拠点として医科

系大学・大学院の設置を目指すということで、今回の医科系大学・大学院の設置について

の規制の緩和とあわせまして、また、医科系大学と大学院をつくるには附属病院が必須と
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聞いておりますので、病院をつくるに当たりましての病床の緩和をお願いしたいというこ

とで加えております。 

 特に医科系大学・大学院、附属大学もそうですが、地域医療の中核を担っていきまして、

研究成果等を還元できる先端医療や先駆的な医療を行うことができる、しっかりした医療

の基盤をつくっていきたいと考えております。 

 ぜひこれらのプロジェクト実現のために医学部新設の規制緩和や附属病院設置に伴う病

床規制の緩和の御検討をお願いしたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○黒田理事 経済産業部の黒田と申します。 

 私からは個別になりますけれども、１番の「健康長寿プロジェクトの推進」の「かかり

つけ湯による癒しの提供」から説明させていただきます。 

 かかりつけ湯とは何かということになりますけれども、これは伊豆地域の自然や温泉、

食材などを生かしながら健康サービスや癒しを提供して、健康をテーマとした地域づくり

をして、伊豆地域の活性化を図ろうというものでございます。 

 現在、かかりつけ湯協議会というものがございまして、これに加盟している宿泊施設が

全部で48ございます。この中では、旅行業法の着地型旅行商品等を販売ができません。 

 例えば、俗に言う観光圏整備法では、こういった旅行業法に基づく特例が認められてお

りまして着地型旅行商品等の販売が可能なのですが、この観光圏整備法に倣った形でその

特例を認めていただきたいことが１点目でございます。 

 ２点目は、２番の「健康長寿食品による疾病予防の促進」でございます。右側にも書い

てございますけれども、静岡県立大学は、薬学と食品栄養科学の両分野を全国で唯一持っ

ておりまして、その中で食薬融合研究というものを進めております。機能性食品の健康長

寿機能の解明ですとか、食品と医薬品の相互作用ですとか、あるいは、食品同士の相互作

用といった研究開発を進めております。 

 そんな中で、ヒト介入試験の実施体制の整備に当たって、現行では、ヒト介入試験を実

施できる地方独立行政法人は医療機関を有するものに限定されていますが、医療機関を有

しない県立大学においても医師等が在籍しておりますので、倫理審査委員会を設置できる

ようにしていただきたいことが１つ目でございます。 

 ２つ目としましては、できる限り機能性表示について緩和をしていただきたいというも

のでございます。 

 機能性表示につきましては、国の規格基準に適合した栄養機能食品は12ビタミンと５ミ

ネラルが指定されているのですけれども、この表示と、通常トクホと言っております特定

保健用食品中で、本県特産でございます、お茶のカテキンですとか、ミカンのβクリプト

キサンチンといったものが栄養機能食品の中には含まれておりません。 

 既に非常に実証も豊富にございます、こういったものについても機能性表示を可能とす

るようにしていただきたいということが１点目でございます。 
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 ２点目としましては、トクホの場合にも、表示の表現の緩和あるいはトクホの許可基準

がちょっと曖昧なところがございます。何人、どのくらいの期間をやったらいいのかとい

ったものは過去の例に倣って業者がやるものですから、非常に手間と時間がかかる。この

辺のトクホの許可基準を明確にしていただければありがたい。 

 また、規格基準型のトクホというものがございますけれども、これも、例えば、100件以

上の許可があるだとか、あるいは、最初の開発から６年以上たっていなければいけないと

か、このようなことでやっていきますと、既に市場も飽和状態になってしまっているとか、

新規性がないものですから、なかなか新しい企業の方が参入してこないこともございます

ので、この件数とか期間をもう少し緩和していただければというものでございます。 

 ３点目は、「未病医学の推進」でございます。 

 今、静岡には全国にも非常に誇れるがんセンターがございますけれども、この中でマル

チオミクス解析というものを用いまして、がんの性質を明らかにする技術を開発しており

ます。 

 昨年１月から静岡のがんセンターの患者の方々に対して、当然、本人の了解を得てです

けれども、研究に参加していただきまして、既に1,000人に研究に参加していただいており

ます。 

 ３年間かけて3,000人を目標に、今、進めております。 

 こういったマルチオミクス解析の結果に基づきまして、その人に本当に適した治療をや

りたいということが１点目でございます。 

○藤原次長 お時間がそろそろでございます。 

○黒田理事 わかりました。 

 そういったことで、このマルチオミクス解析によりまして、疾病予防だとか、発症前診

断といったものも可能になっているものですから、現在では予防診断だとか治療に保険適

用がされておりませんけれども、そこの保険適用をしていただきたいというものでござい

ます。 

 ４つ目、最後のⅢのNO.1の中では、薬事関連の規制緩和、現在は薬事法が改正されまし

て、医薬品医療機器等法に変わったのですけれども、この中でも先ほども言いました、未

承認の医療機器ですとか、診断システム、先進医療制度による混合診療を認めていただき

たい、広告基準の制限を緩和していただきたい、あるいは、第三者認証の認証機関による

製品化できる品目も拡大していただいたのですけれども、さらに拡大していただきたいと

いう規制緩和をお願いできればというものでございます。 

 以上でございます。 

○原委員 どうも大変ありがとうございました。 

 では、事務局の調整状況をお願いします。 

○藤原次長 非常に項目が多いものですから、ごく簡単でございますけれども、配付をさ

せていただいている中の２ページ目、医学部の新設のところは、御承知のとおり、おとと
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しから初期メニューになってございますが、私どものほうとしては、この医学部新設を念

頭に置いて、成田という地域につきまして分科会を既に開催をしまして、何とか年度内に

めどをつけるべく、今、分科会で議論をしているところでございます。 

 その関係でいろいろ御提案いただいている、外国人医師の話とか、病床規制の話もあわ

せて、法律の初期メニューになってございます。 

 特に外国人医師のところは、まだ不十分ながらも、御承知のとおり、厚生労働省はおと

としに、これも前の前の通常国会ですけれども、臨床修練制度の抜本的な見直しをしてお

りますので、もちろん、まだ制約はあるのでございますが、それを何とかいろいろなとこ

ろで適用できないかというところで、個別のケースも含めて検討しているところでござい

ます。 

 病床規制についても、一定の制度ができましたので、指定された地域につきましては、

今、それを適用して運用している状況でございます。 

 保険外併用療法もしかりでございます。 

 その他の項目につきまして、ごく簡単に担当からお願いします。 

○事務局 簡単に説明させていただきます。 

 まず、旅行業務取扱管理者の緩和は、消費者保護の観点から難しいと観光庁に言われて

おります。かかりつけ湯協議会での着地型旅行商品の販路拡大等も重要でございますので、

県側の意向を踏まえて、継続協議したいと考えております。 

 広域スポーツイベントの開催時の警察窓口の一本化でございますが、こちらは実際に今

の制度でできておるということでございます。 

○事務局 次に、倫理審査委員会の件でございます。 

 こちらは、指針に基づいて行っておりますけれども、昨年の12月に指針は改正されてお

ります。 

 下の●に書いてあるように、３つの要件で能力があることを見ることになってございま

して、結論から申し上げると、現行法上、医療機関を有していないものが倫理審査委員会

を設置することを妨げるものではないことに今はなってございます。 

○事務局 先ほど来、話が出ています、健康食品等の機能性表示でございますが、御存じ

のところはあると思いますが、新しい制度が今年度中にできます。企業等の責任において

科学的根拠で表示できる制度がこの夏にできると思いますし、その前についても、個別に

御相談いただければと思います。 

○原委員 これは年度内だから、大体、制度はわかって共有されておるのですか。 

○事務局 今年度内で、もう来月、再来月です。 

○黒田理事 ただ、ガイドラインもまだ示されていないものですから、ガイドラインを。 

○原委員 では、その詳細をまた御相談していく必要があるわけですね。 

○黒田理事 そうです。 

○事務局 あと、個別のポジティブリスト等は御相談いただければと思います。 
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○事務局 保険範囲の拡大でございます。 

 先ほど発症前診断の言及がございましたが、予防的治療についてでございますけれども、

こちらは現行の手続の中で承認を受けるべきという答えが返ってきております。 

 私どもといたしましては、さはさりながら、例えば、特区内で審査を迅速化、一定の目

安期間、３カ月の線引きの期間を設けるなど、そういった対応ができないのかということ

も念頭に置きながら、省庁に引き続き検討を要請してまいりたいと考えてございます。 

○藤原次長 医薬品の広告規制についてお願いします。 

○事務局 医薬品の広告表示でございますけれども、具体的な表示について、一体どのよ

うなものを念頭に置いておかれるのかといったことを確認させていただいた上で、省庁の

ほうへ引き続き検討を要請してまいりたいと考えてございます。 

○藤原次長 次もお願いします。 

○事務局 遠隔診療の拡大でございますけれども、９項目について拡大という御提案でご

ざいました。 

 こちらに書いてございますとおり、９項目は例示列挙に過ぎないということでございま

す。こちらのほうにも書いてございますけれども、通知で診察の定義はかなり緩やかな定

義になってございますので、医師法第20条に直ちに抵触するお話にはなってこないという

ことでございます。 

 さはさりながら、これもたしか通知レベルだったと思いますけれども、初診については、

遠隔診療ができないという定めになってございまして、生活習慣病とか、定期的に投薬を

していかなければならない方になると、常に診察を受けて、それで処方してもらわなけれ

ばならないという話になるので、そのような場合の取り扱いなどについて改善できないか

という御意見から、数カ月経過すると初診となってしまうけれども、そうした場合も遠隔

診療が認められる余地がないかといったことを検討いただきたいと考えているところでご

ざいます。 

○藤原次長 どうぞ。 

○事務局 次は、第三者認証機関でございます。 

 たしかこれはクラスⅡとクラスⅢについてという話でございます。 

 こちらに書かれてあるとおり、クラスⅡについては、ほぼ大丈夫です。 

 クラスⅢも計画を立てて順次拡大していきますという話になっていますけれども、こち

らについては、具体的な医療機器がどんなものかをお伺いして、念頭に置きながらという

ことになってまいりますけれども、随時、検討要請をして、計画を立てて拡大するという

ことですが、例えば、その拡大をもうちょっと迅速にできないでしょうかといったことも

あわせてお話をしていきたいと思っております。 

 中小企業の設立要件でございます。 

 ４人から３人に緩和ということでございますが、こちらは経産省からは安定した組合運

営が困難になるという回答が返ってきているのでございますけれども、どちらかというと、



9 

 

発起人の方々がそれでもいいと言えば、別にそれは妨げる理由にならないのではないかと

思っておりまして、私どもといたしましては、例えば、３人とした場合にこういったこと

で、どこまで弊害が出てくるのかということを逆に実証できないかといった形で経産省側

に投げかけてまいりたいと考えてございます。 

 以上です。 

○原委員 ありがとうございました。 

 相当程度、解決しつつあるものもある一方で、まだ残っている課題もありますので、ま

た引き続き御相談をしていただければということだと思います。 

○鈴木委員 私は先週から就任したところで、まだいろいろと様子がわかっていないので

すけれども、今、聞いた限りでは、ちゃんと法律を変えるとか、規制を変えるではなくて、

今までの運用の範囲内で何とかしろという話だと思うのです。 

 大体このような戦いなのですけれども、今までの例からすると、先端は余りわっと広げ

ないで、どこか２つぐらいでポイントを絞って、これは文句言えないというものが２つ先

に進むと、後の規制緩和がついてくるという感じだと思うのです。 

 そのような意味で、ここのポイントは、一つは医学部を認めさせることと、もう一つは、

静岡がんセンターという、世界でも先端的なことをやっている非常に優秀な医療機関が１

つありますので、例えば、承認とか、そのような意味で困っていることを規制緩和すると

いうことは、かなり強いロジックになると思うのです。 

 だから、その２つぐらいで論理を組み立てて、特に厚労省関係は岩盤規制ですから、そ

の岩盤を突破するには、やはり先端を横にわっと広げるのではなくて、がんセンターと医

学部で、それに付随する項目という戦い方がいいのではないかと思いました。 

 がんセンター関係は、多分がんセンター関係でいろいろ困っていることは具体的にある

と思いますので、いろいろと具体的な事例が出てくるので、それはかなり強いロジックに

なると思うのですけれども、やはり医学部関係がちょっと弱いと思うのです。 

 何でここで医学部がという話です。確かに、シーズが少ないというものはあるのですけ

れども、周りに医学部はたくさんあるではないかという話にやはりなるので、一つの可能

性は、今、福島県立医大が家庭医をつくるということで定員増が認められたのですけれど

も、一つはそれかなと思うのです。 

 予防医療とか、割と健康な人に対する疾病管理みたいな話なので、家庭医をたくさんつ

くるようなコンセプトのところは、ほかの医学部では福島県立医大ぐらいしかありません

ので、家庭医をたくさんつくるような医学部を考えていって、それが地域と連携して健康

管理とか、予防とか、そのようなものをしっかりやるのだという、コンセプトをしっかり

つくることで、最初にここを突破すると、あとは病床規制とか、そのようなものは付随し

てくるものだと思うのです。 

 そのような感想を持ちました。 

○藤原次長 事務局から１点質問ですけれども、皆さんは総合特区でふじのくにの医療の
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ところでいろいろな規制緩和要望をされれば、その仕組みによった規制緩和はできるはず

なのですが、そちらをトライされずに、こちらに御要望されている理由は何でしょうか。 

 国家戦略特区の仕組みですと、また新たに指定されないと、できないわけですから、そ

のあたりはどのようなお考えなのかということだけ、お聞かせいただけますでしょうか。 

○増井部長代理 本県は、リーマンショック以降、非常に経済が落ち込みまして、製造品

出荷額などは４兆円ぐらい落ち込んで、産業構造の中に非常に大きな原因があるのではな

いかと思うのですが、いまだにほかの県に比べてそこの立ち直りが非常に遅いところがご

ざいます。 

 それと人口の減少が、一時期、北海道に次いで２番目に数としては多くて、人口減も非

常に進んでいる状況、今、その２つが非常に大きな課題となっているわけでございまして、

そうしたときに、本県も経済をどのように構造改革していくか、人口をどのように県内に

呼び込むかというときに、一つの大きなコンセプトとして、健康長寿というキーワードは、

本県はずっと、例えば、プログラムについても30年進めてきた実績があって、健康寿命第

１位ということになっておりますし、そのようなファルマバレープロジェクトの取り組み

も13年続けてきておりまして、やっと軌道に乗りつつある状況になっておりまして、健康

長寿をキーワードにして、それにかかわるソフト事業、ハード事業等、仕組みをあわせて、

今回の提案とさせていただいているところでございます。 

 ふじのくにのファルマバレーの先端医療産業については、総合特区でお認めいただいて

おりまして、そこは規制緩和をしていただいたり、国からの助成をいただいたり、あるい

は、利子補給もいただいております。 

 それはそこで非常に感謝をしておりまして、その点については、着々と進んでいると認

識をしておりますけれども、それをさらに全県にこの健康長寿をキーワードとした取り組

みを広げて、経済の成長と人口の呼び込みをいかにして持ち込むかというときに考えてい

る、県全体としてのプロジェクトでございます。 

 市町につきましても、県と一緒になって取り組んでいくことがございますので、今回、

この国家戦略特区に改めて提案をしている状況でございます。 

○藤原次長 主にエリアの問題だということですね。 

○増井部長代理 エリアだけではなくて、ハード、ソフトを含めた全体の話です。 

 今回、その仕組みもモデルとしていきたいということもありますし、あとは人材育成の

点で、医療に関する人材も非常に不足しているので、医大の設置についても規制緩和をお

願いしたいこともございますし、産業についても、成長をしていくために、今の先端技術、

ファルマバレーのプロジェクトに不足しているものを、今回、これに掲げさせていただい

ておりますので、トータルとしての提案でございます。 

○藤原次長 自治体によっては、今の仕組みでとにかく目的を実現したいということで、

構造特区や総合特区できちんと提案していただいて、それでもやはりできないので、こち

らへ来るという方もいらっしゃいます。総合特区に指定されているわけですから、そうい
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った形で、現行の仕組みを使っていただくことも御検討いただければと思っております。 

○原委員 あとはよろしいですか。 

 大変ありがとうございました。 


